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施策マネジメントシート（令和元年度目標達成度評価）
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背景として考えられること評価

〇

人権教育研究大会、人権フェスティバル、人権
フォーラムの参加者をほぼ満席にし、全戸配布の啓
発冊子の発行（年２回）、出前人権歌声喫茶を行う
など、啓発教育の成果が出たためと思われます。



３　施策の特性・状況変化・住民意見等
【１】施策の方針

過去1 年間で人権侵害を受けたと思っている人の割合について、成り行き値は、平成26 年度の実績を踏ま
えて、令和元年度で14.6％と設定しました。
前期総合計画に引き続き、講演会、研修、学習会等による人権啓発活動の推進、「人権教育推進協議会」各
部会による啓発の推進、人権相談体制の充実により、人権問題への理解が深まると考え、目標値を令和元年
度で13.4％と設定しました。

C

D

施策マネジメントシート（令和元年度目標達成度評価）

人権に関する理解と人権感覚を育てる取り組みにより、自分の人権を守り、他者の人権を守るという意識を養うとと
もに、生きる力としての人権感覚をもつ人を育み、人権が尊重され、あらゆる差別のないまちづくりの推進を図るた
め、次の方針を設定します。
・市人権教育・啓発基本計画に基づき、人権を尊重する意識を高揚し、人権問題（同和問題、ハンセン病問題、
子ども、女性、高齢者、障がい者、外国人、ＳＮＳ、ＬＧＢＴ性的少数者の問題、その他様々な人権問題）の解消を
引き続き図ります。
・すべての市民が人権問題を自らの問題として認識し、解決に向けて行動します。

人権が尊重される社会づくりシート２

A

・インターネット等による差別や中傷をなくすため、スマートホンやSNS・アプリの上手な利用方法を丁寧に指導すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・パワハラ、セクハラ、DVなどの啓発講演会を開催していくこと

【３】成果指標の目標設定とその根拠(上段)・成果指標の測定企画(下段)

【２】協働によるまちづくりの具体策（市民と行政の役割分担）
ア）市民（事業所、地域、団体）の役割
・市民は、人権について理解を深め、人権を尊重し、近隣住民とのコミュニケーションを図ります。
・事業所は、一人ひとりの人権を尊重し、人権について正しい理解と認識を深めるための学習機会を設けます。
・事業所は、相談窓口等の人権を尊重するための仕組みを充実します。
・地域・団体は、人権意識を高めるために、継続的な人権学習に取り組みます。
・事業所、地域、団体は、女性の役職登用を進めます。
・事業所は、男女が共に働きやすい職場づくりに努めます。
・市民、地域、団体は、男だから、女だからという旧来からの固定的な意識や考えを見直します。

イ）行政の役割（市がやるべきこと）
・市は、市民への人権教育啓発を関係機関と連携して進めます。
・市は、社会、学校教育での人権学習、交流機会を提供します。
・市は、関係機関と連携して人権相談の充実を図ります。
・市は、人権学習を行う地域・団体への活動を支援します。
・市は、児童相談所、警察、民生委員、学校その他関係機関との連携による虐待防止対策にさらに取り組みま
す。



【４】施策の現状と今後の状況変化

【５】この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

４　施策の評価
【１】　施策の振り返り（施策の方針、経営方針の達成度等）

（第1期計画策定当初）
・ハンセン病問題基本法が平成20 年6 月に成立しました。
・平成20 年11 月に実施した「ハンセン病市民意識調査結果」では、菊池恵楓園の認識度が低いと報告されています。
・平成21 年10 月、菊池恵楓園将来構想検討委員会で将来構想を策定しました。
・他地域からの転入により人口が増える中で、平成25 年度に実施した「人権意識に関する市民アンケート調査」では、多様な性のあ
りかたへの考え方など、人権に関する意識も多様になってきていることが窺えます。
・平成26 年度に人権教育・啓発基本計画の見直しを行いました。今後、計画に基づく講演会、研修会や学習会等を通して、人権問
題に対する認識が深まっていくと考えられます。
・インターネットの普及に伴い、ネット上での誹謗中傷などの人権侵害が増えていますが、今後も増加すると考えられます。
（状況変化）
・平成２８年に「部落差別解消推進法」「ヘイトスピーチ解消法」「部落差別解消推進法」が施行されました。
・平成３０年に実施した「人権意識に関する市民アンケート調査」では、新たな人権問題としてＬＧＢＴやインターネット上の問題が発
生していることが窺えます。
・令和元年度に人権教育・啓発基本計画の第2次改訂を行いました。今後、計画に基づく講演会、研修会や学習会等を通して、人
権問題に対する認識を深めていくことが重要です。

（令和元年度（平成30年度振り返り）の施策評価における議会意見）
①女性の役職登用については、行政自らリーダーシップを取ること
②広域的な人権尊重のまちづくりに取り組むこと（パートナーシティ締結等）
③行政職員や市民の人権意識の向上を図るため、イベント等への参加者を増やす工夫を行うこと

（令和元年度（平成30年度振り返り）の施策評価における総合政策審議会意見）
①人権問題に関する相談窓口体制の充実を図ること
②人権教育（学習）の機会を提供し、さらなる人権啓発に努めること
③学校教育の中でさらなる人権教育・啓発に努めること

※　経営方針からの振り返り、貢献度評価の上位の事務事業を記載

(1)令和元年度の経営方針からの振り返りは、以下のとおりです。

①「人権尊重についての理解を深めるため「人権教育・啓発基本計画」（令和元年度改訂）に基づき、あらゆる機会を通した効果的
な人権教育・啓発を推進する。」については、「部落差別をはじめあらゆる差別をなくし人権を守るまちづくり審議会」により予定どお
り同基本計画の第2次改訂を行い、行政、学校、企業、民間団体、家庭や地域などに対して、各種研修会等の参加を促し、また、人
権教育指導員等による「出前人権歌声喫茶」、啓発チラシ、広報等により、様々な場や機会をつくり、人権教育・啓発を推進しまし
た。

②「部落差別解消推進法」「ヘイトスピーチ解消法」「障害者差別解消法」「ハンセン病問題解決促進法」に基づき、国・県・各種団体
と連携を図り、人権教育・啓発を推進する。」については、それぞれの法に謳われている課題に基づき、「人権教育研究大会」「人権
フェスティバル」「人権フォーラム２０２０in合志市」等において「部落差別を中心に据えた講演会」「支援学校と連携した啓発展示」
「国等の支援によるハンセン病問題啓発事業の実施」等に取り組み、人権教育・啓発を推進しました。

③「市民意識調査や行事ごとのアンケート等により、市民の声を反映した啓発・教育イベントの実施、広報等による啓発教育資料配
布等を行い、市民参画の啓発・教育を推進する。」については、各種事業においてアンケートを実施し、講師選定等の参考として、
人権教育・啓発を推進しました。また、平成３０年度に実施した合志市人権意識に関する市民アンケート調査を参考に、「人権教育・
啓発基本計画の第2次改訂を行ったので、今後の人権教育・啓発につなげていきます。

④「人権教育推進協議会の各部会活動を充実させ、幼年期から高齢者まで一貫した人権教育・啓発に努める。」については、同協
議会総会において、社会教育部会、学校教育部会、就学前教育部会、企業部会の各代表や関係団体に対して、部会活動費の活
用と人権三法の具現化等を確認し、各部会で研修会等の人権教育を推進しました。

⑤「「第３次男女共同参画推進計画」に基づき差別のない社会づくりに向けた啓発を推進する。」については、平成29年3月策定の
「第３次男女共同参画推進行動計画（平成29年度から令和3年度までの５年間）」に基づき、現状改善や意識の高揚・浸透を図るた
め、啓発イベント事業の実施、啓発情報誌（いっぽ）発行など市民への啓発を行いました。また、各種事業の実施にあたっては、合
志市男女共同参画推進懇話会会議において内容等の検討を行い実施に取り組みました。

（２） 事務事業貢献度評価の結果では、令和元年度施策の成果を向上させるために貢献した事務事業として、「ハンセン病啓発事
業」「人権ふれあいセンター主催講座等実施事業」「合生文化会館主催講座等実施事業」「人権フェスティバル開催事業」があげら
れました。

施策マネジメントシート（令和元年度目標達成度評価） 人権が尊重される社会づくりシート３



【２】施策の課題（第１期基本計画策定当初）

５　施策の令和元年度結果に対する審査結果
①　政策推進本部での指摘事項（施策目標達成度評価結果報告を受けて　令和2年7月21日）

②　総合政策審議会での指摘事項（令和2年8月6日会議及び書面によるまとめ）

③　議会の行政評価における指摘事項（令和2年9月9日）

６　次年度に向けた取り組み方針
●　政策推進本部　令和３年度合志市経営方針（令和2年10月1日）

・ハンセン病問題については、国・県・市で連携を図り、人権教育・啓発を行っていくこと。
・部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法、障害者差別解消法、に基づく取り組みを推進すること。
・行政の責務として部落差別をはじめあらゆる差別をなくし人権を守るまちづくり条例に基づき人権教育・啓発を
行っていくこと。
・インターネット・ＳＮＳ等による差別や中傷をなくすために学校と連携し、教育・啓発に取り組んでいくこと。

・引き続き,人権教育（学習）の機会の提供と学校教育でのさらなる人権教育・啓発に努めること。
・新型コロナウイルス感染症に関する人権教育に取り組むこと。

・コロナ禍で露呈された人権侵害や差別的言動に、更なる人権教育の必要性と多様化に対応する政策が必要であ
るため、広域的に人権尊重のまちづくりに取り組むこと。
・人権問題は、自らの問題と認識される教育環境を整え、市職員や市民の人権意識の向上を図るため関係機関や
団体と連携し、イベント等への参加者を増やすアイデア開発に努めること。

①「部落差別解消推進法」「ハンセン病問題基本法」「ヘイトスピーチ解消法」「障害者差別解消法」等に基づき、
国・他自治体・各種団体と連携を図り、人権教育・啓発を推進します。
②「部落差別をはじめあらゆる差別をなくし人権を守るまちづくり条例」、「人権教育・啓発基本計画」等に基づき、社
会の情勢を踏まえ、コロナ禍による誹謗中傷、インターネットによる人権侵害及びＬＧＢＴ等の新たな人権問題の解
消も目指すため、あらゆる機会を通した効果的な人権教育・啓発を推進します。
③市民の声を反映した事業の実施、広報等による資料配布等を行い、市民参画の人権教育・啓発を推進します。
④「第３次男女共同参画推進行動計画」に基づき男女共同参画社会の実現に努めるとともに、「第４次男女共同参
画推進行動計画」（計画年次令和４年～令和８年）の策定を行います。

人権が尊重される社会づくり施策マネジメントシート（令和元年度目標達成度評価） シート４

・講演会、研修会、学習会等を通した市民一人ひとりの人権意識の向上を図ります。
・関係団体との連携促進と、人権教育・啓発の推進を図ります。
・市人権教育・啓発基本計画に基づいた一つひとつの課題を、今後も啓発等を通して認識を深めていきます。
・菊池恵楓園の将来構想に基づく市民への学習機会の提供を図ります。


